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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年５月２４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 不明（平成２３年４月１９日 １８時００分ごろ～２０日 ０５時３０分

ごろの間） 

発生場所 
 

不明（長崎県対馬市豊
とよ

漁港東方沖～対馬市所在の舌埼
したさき

灯台から真方位

０８５°３,５００ｍ付近の間） 

事故調査の経過  平成２３年４月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長及び甲板員からの意見聴取は、両人が行方不明

のため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 美
み

貴
き

丸、４.５９トン   

 ＮＳ３－８４７３１（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.３０ｍ（Lr）×２.３４ｍ×０.８２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数８０、昭和５５年２月２０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士、特定 

  免許登録日 昭和５９年９月１３日 

  免許証交付日 平成２０年４月２２日 

         （平成２６年３月９日まで有効） 

甲板員 男性 ３２歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２０年３月１８日 

  免許証交付日 平成２０年３月１９日 

         （平成２５年３月１８日まで有効） 

 死傷者等 行方不明 ２人（船長及び甲板員） 

 損傷 機関等に濡損（廃船） 

 事故の経過 

 

 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、豊漁港北東方１０km 付近の漁場に

おいてさわら釣り漁を行っていた。 

漁場には､１０数隻の漁船がさわら釣り漁をしており、各漁船は、船の

両舷から長さ約７～８ｍの竿を出して速力約５～６ノット（kn）で漁具を

引いて操業していた。 

本船は、平成２３年４月１９日１７時００分ごろ操業しているところを

僚船Ａに目撃され、１８時００分ごろ海上が時化
し け

てきたので豊漁港に帰港

する旨を僚船Ａに連絡した。 

僚船Ａは、１８時３０分ごろ、先に豊漁港に入港した仲間に無線で連絡

したところ、本船が未だに入港していない旨の応答があり、港外でしばら

く待機していたが、波高が約５～６ｍに達してすぐ近くの船も見えない状
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況だったので、１９時００分ごろ豊漁港に入港した。 

本船は、帰港予定の１９時ごろを過ぎても帰港しなかったので、１９時

３０分ごろ僚船Ｂは海上保安庁に入港遅延船情報を連絡し、海上保安庁の

巡視船艇、航空機及び地元漁船により捜索を行ったところ、翌２０日０５

時３０分ごろ、巡視艇が豊漁港東方７,０００ｍ付近で転覆している本船

を発見したが、乗組員は行方不明となった。 

本船は､漁船にえい
．．

航され、対馬市比田勝漁港に陸揚げされた。 

船長及び甲板員は、行方不明となっていたが、後日、死亡認定により除

籍された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約８m/s、視界 良好 

海象：波高 約５～６ｍ、海水温度 約１７.３℃ 

長崎県対馬市上対馬には、波浪注意報が発表されていた。 

気象庁の沿岸波浪図によれば、平成２３年４月１９日２１時００分の玄

界灘（北緯３４°１５′東経１３０°００′）における風と波の推定値

は、波向き北北東、波周期９秒、波高４.１ｍ、風向 北、風速１９kn で

あった。 

 その他の事項 さわら釣り漁に従事する乗組員は、釣れた魚を取り込む際に海水で濡れ

るので、操業中は合羽を着用していた。 

本船が転覆した状況を目撃した者はいなかった。 

本船に備え付けられていた２着の救命胴衣のうち１着は船外に保管され

ており、もう１着は捜索により海上で回収された。 

本船には、他船との衝突痕等はなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

本船は、１８時００分ごろ漁を止めて豊漁港北

東方沖の漁場から帰港する旨を僚船Ａに連絡した

のち、２０日０５時３０分ごろ舌埼灯台東方沖で

転覆しているところを発見されたことから、この

間において、豊漁港へ帰航中に転覆した可能性が

あると考えられる。 

 本事故当時は、上対馬海域には波浪注意報が発

表されており、波高は豊漁港の付近で約５～６ｍ

に達し、間近の漁船が見えない状況であり、本船

が、この高波により転覆した可能性があると考え

られるが、転覆に至った状況を明らかにすること

ができなかった。 

船長及び甲板員は、行方不明となり、後日、死

亡認定された。 

船長及び甲板員は、救命胴衣を着用していなか

った可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、波浪注意報の発表されている状況下、豊漁港北東方

沖の漁場から豊漁港へ帰航中、転覆したことにより発生した可能性がある

と考えられる。 
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参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

・気象情報を確認してから出漁し、荒天が予想されるときは、早めに避

難すること。 

・操業中は、救命胴衣を着用すること。 

 




